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１  昭 島 市 国 民 健 康 保 険 の 現 状  

(１ )  制 度 の 安 定 的 な 運 営 の 確 保 に 向 け 、 収 納 率 の 向 上 や 医 療 費 の 適 正

化 な ど に 努 め て き た が 、 現 状 に お い て も 、 一 般 会 計 か ら の 赤 字 補 て ん

の た め の 繰 入 金 （ 以 下 「 赤 字 繰 入 金 」 と い う 。 ） に よ り そ の 財 政 均 衡

を 保 っ て い る 状 況 で あ る 。  

過 去 ５ 年 間 の 赤 字 繰 入 金 の 状 況 は 次 の と お り で あ る 。  

                          単 位 ： 千 円  

年  度  平成 25 年度  平成 26 年度  平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

繰 入 額  1 , 0 2 6 , 4 1 8  8 3 2 , 7 4 2  6 4 0 , 4 5 4  6 8 3 , 0 3 0  6 9 7 , 9 7 6  

※ 平 成 2 9 年 度 は 予 算 ベ ー ス  

※ そ の 他 繰 入 金 の う ち 保 健 事 業 費 な ど を 除 い た も の  

(２ )  赤 字 繰 入 金 の 解 消 ・ 削 減 に 向 け 、 定 例 的 に 国 民 健 康 保 険 税 の 改 定

を 行 っ て い る 。 こ れ は 、 昭 島 市 国 民 健 康 保 険 運 営 協 議 会 か ら ２ 年 ご と

に 保 険 税 率 を 見 直 す べ き と の 答 申 を 受 け 、 具 体 化 し た も の で あ る 。  

こ れ ま で の 取 り 組 み 状 況 は 、 次 の と お り で あ る 。  

実 施 年 度  平 成 2 4 年 度  平 成 2 6 年 度  平 成 2 8 年 度  

平 均 改 定 率  1 1 . 2 0％  6 . 4 0％  1 2 . 5 0％  

 

２  赤 字 繰 入 金 の 解 消 ・ 削 減 に 向 け た 基 本 方 針  

本 市 に お け る 赤 字 繰 入 金 の 解 消 ・ 削 減 に 向 け 、 取 組 を 進 め る た め の 基

本 方 針 は 、 次 の と お り と す る 。  

(１ )  で き る 限 り 市 民 生 活 へ の 影 響 を 軽 減 し 、 市 民 の 理 解 を 得 る 中 で 取

組 を 進 め る 。  

(２ )  将 来 的 に 赤 字 繰 入 額 の 解 消 を 目 指 し 、 長 期 的 な 視 点 に 立 っ て 、 計

画 的 に 取 組 を 進 め る 。  

(３ )  社 会 経 済 情 勢 や 制 度 の 見 直 し な ど に 的 確 に 対 応 す る 、 柔 軟 性 の あ

る 取 組 と す る 。  

(４ )  単 に 赤 字 繰 入 金 を 解 消 す る だ け で な く 、 本 市 の 国 民 健 康 保 険 の 安

定 的 な 運 営 を 確 保 し 、 国 民 皆 保 険 制 度 を 維 持 す る こ と に よ り 、 市 民 生

活 の 安 全 と 安 心 を 確 保 す る と い う 、 大 き な 目 標 を 目 指 す 取 組 と し て 位

置 付 け る 。  

(５ )  こ の 計 画 は 、昭 島 市 国 民 健 康 保 険 運 営 協 議 会 に お い て 検 証 を 行 い 、

必 要 に 応 じ 、 見 直 し を 図 る も の と す る 。  

(６ )  こ の 計 画 の 内 容 及 び 取 組 状 況 は 、市 民 に 広 く 公 開 す る も の と す る 。 
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３  赤 字 繰 入 金 の 解 消 ・ 削 減 の 目 標  

本 市 の 国 民 健 康 保 険 の 状 況 及 び 東 京 都 か ら 示 さ れ た 標 準 税 率 及 び 納 付

金 の 額 を 踏 ま え る 中 で 、 赤 字 繰 入 金 の 解 消 ・ 削 減 に 向 け た 基 本 方 針 に 即

し 、 次 の と お り 赤 字 繰 入 金 の 解 消 ・ 削 減 の 目 標 を 設 定 す る 。  

(１ )  平 成 3 0 年 度 当 初 予 算 に お い て は 、こ れ ま で の 取 組 の 成 果 や 広 域 化

の 実 施 に よ り 、 赤 字 繰 入 金 に つ い て は 、 一 定 の 削 減 を 行 う こ と が で き

た 。 こ れ に よ り 、 現 状 の 赤 字 繰 入 額 は 、 ５ 億 ６ 千 万 円 程 度 と な っ て い

る 。  

(２ )  こ の 額 を ２ 年 ご と の 国 民 健 康 保 険 税 率 の 改 定 に よ り 、 長 期 的 な 視

点 に 立 っ て 、 解 消 を 図 る 。  

(３ )  東 京 都 か ら 示 さ れ た 納 付 金 に 関 し て は 、 医 療 分 に 関 し て の み 、 ２

年 間 の 激 変 緩 和 措 置 の 対 象 と な っ て い る 。こ れ が 継 続 さ れ な い 場 合 は 、

国 民 健 康 保 険 運 営 基 金 の 活 用 に よ り 対 応 を 図 る も の と す る 。  

(４ )  具 体 的 な 削 減 計 画  

具 体 的 な 削 減 計 画 と し て 、 別 表 の と お り 、 平 成 3 0 年 度 （ 2 0 1 8 年 ）

か ら 平 成 3 5 年 度 （ 2 0 2 3 年 ） ま で の ６ 年 間 の 計 画 を 策 定 す る 。  

 

４  具 体 的 な 取 組  

国 民 健 康 保 険 税 の 税 率 の 見 直 し の ほ か 、 次 の 事 項 に つ い て も 積 極 的 に

取 組 み 、 総 合 的 な 対 応 で 赤 字 繰 入 金 の 解 消 を 図 る 。  

(１ )  収 納 率 の 維 持 向 上  

(２ )  医 療 費 の 適 正 化  

(３ )  そ の 他 、 赤 字 繰 入 金 の 解 消 に つ な が る 取 組  
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別表 

昭島市国民健康保険赤字繰入金解消・削減計画（平成 30 年度（2018 年度）～平成 35 年度（ 2023 年度））  

 

年  度 
平成 30年度 

（2018年度） 

平成 31年度 

（2019年度） 

平成 32年度 

（2020年度） 

平成 33年度 

（2021年度） 

平成 34年度 

（2022年度） 

平成 35年度 

（2023年度） 
計画期間の取組結果 

保険税率の見直し 

（国民健康保険運

営協議会への諮問） 

運営状況を踏

まえ、諮問する

かどうか判断 

運営協議会に

諮問 

運営状況を踏

まえ、諮問する

かどうか判断 

運営協議会に

諮問 

運営状況を踏

まえ、諮問する

かどうか判断 

運営協議会に

諮問 

保険税率の見直しの諮

問を３回実施 

赤字繰入金の額 

（千円） 
約 567,000 

前年度を上回ら

ない額とする。 
約 510,000 

前年度を上回ら

ない額とする。 
約 453,000 

前年度を上回ら

ない額とする。 

平成 36 年度には約

396,000となる。 

前年度からの赤字

繰入金の削減額 

（千円） 

約 130,000 自然減の範囲 約 57,000 自然減の範囲 約 57,000 自然減の範囲 
計 画 期 間 内 に 約

244,000を削減 

※１ 平成 36年度（2024年度）以降も、平成 32年度（2020年度）及び平成 34年度（2022年度）程度の水準で、２年ごとに赤字繰入金の削減を

継続する。 

※２ ２年ごとの赤字繰入金の削減を継続することにより、概ね平成 48年度（2036年度）には、赤字繰入金を解消する。 

※３ 赤字繰入の解消まで 20年間程度の継続した取組を行う。 


